[bookmark: _GoBack]深谷市要綱第１２号

深谷市納税通知書専用封筒広告掲載要綱
[bookmark: JUMP_SEQ_13][bookmark: MOKUJI_3][bookmark: JUMP_SEQ_14][bookmark: MOKUJI_4][bookmark: JUMP_JYO_1_0_0]（趣旨）
[bookmark: JUMP_SEQ_15][bookmark: JUMP_KOU_1_0]第１条　この要綱は、市が発送する納税通知書専用封筒に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
[bookmark: JUMP_SEQ_16][bookmark: MOKUJI_5][bookmark: JUMP_JYO_2_0_0]（定義）
[bookmark: JUMP_SEQ_17]第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[bookmark: JUMP_SEQ_18][bookmark: MOKUJI_6][bookmark: JUMP_GOU_1_0_0][bookmark: JUMP_SEQ_19](１)　広告媒体　市が発送する納税通知書専用封筒
[bookmark: JUMP_SEQ_20][bookmark: JUMP_SEQ_22][bookmark: MOKUJI_7][bookmark: JUMP_GOU_2_0_0](２)　広告掲載　広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。
[bookmark: JUMP_SEQ_23][bookmark: MOKUJI_8][bookmark: JUMP_JYO_3_0_0]（広告の基準）
[bookmark: JUMP_SEQ_24]第３条　広告掲載できる広告に関する基準は、市長が別に定める。
[bookmark: JUMP_SEQ_25][bookmark: MOKUJI_9][bookmark: JUMP_JYO_4_0_0]（広告の規格等）
[bookmark: JUMP_SEQ_26]第４条　広告の規格、枠数及び広告掲載の位置並びに広告掲載料その他の事項は、市長が別に定める。
[bookmark: JUMP_SEQ_27][bookmark: MOKUJI_10][bookmark: JUMP_JYO_5_0_0]（広告の募集）
[bookmark: JUMP_SEQ_28]第５条　広告の募集は、公募とし、前条の事項を市の広報紙及びホームページに掲載して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかの方法による場合は、その掲載を要しない。
[bookmark: JUMP_SEQ_29][bookmark: MOKUJI_11](１)　民間企業等に広告掲載を直接募集又は依頼する場合
[bookmark: JUMP_SEQ_30][bookmark: MOKUJI_12](２)　広告代理業を営む者をして募集させる場合
[bookmark: JUMP_SEQ_31][bookmark: MOKUJI_13][bookmark: JUMP_JYO_6_0_0]（広告掲載の申込み）
[bookmark: JUMP_SEQ_32]第６条　広告掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は、募集期間内に広告掲載申込書兼同意書（様式第１号。以下「申込書」という。）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
２　申込者は、広告掲載の申込みその他広告掲載に関し必要な手続等を広告代理業を営む者又はこれに類する者に代行させることができる。
[bookmark: JUMP_SEQ_33][bookmark: MOKUJI_14][bookmark: JUMP_SEQ_34][bookmark: JUMP_SEQ_35][bookmark: MOKUJI_15][bookmark: JUMP_JYO_7_0_0][bookmark: JUMP_KOU_2_0]（広告掲載の決定）
[bookmark: JUMP_SEQ_36]第７条　市長は、申込書の提出があった場合は、その内容を審査の上可否を決定し、広告掲載申込結果通知書（様式第２号）により当該申込者に通知する。
[bookmark: JUMP_SEQ_37][bookmark: MOKUJI_16]２　前項の場合において、広告掲載が適当であると認める申込みが募集した枠数を超える場合は、第３条に規定する基準に適合した者の中から広告掲載料が最も高い申込者を掲載者として決定するものとする。ただし、掲載料が同額の場合は、市長が抽選の方法により掲載者を決定する。
[bookmark: JUMP_SEQ_38][bookmark: MOKUJI_17][bookmark: JUMP_SEQ_39][bookmark: JUMP_SEQ_40][bookmark: MOKUJI_18][bookmark: JUMP_JYO_8_0_0][bookmark: JUMP_KOU_3_0]（広告掲載料の納付）
[bookmark: JUMP_SEQ_41]第８条　広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」という。）は、市長が指定する期日までに広告掲載料を一括して納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
[bookmark: JUMP_SEQ_42][bookmark: JUMP_SEQ_43][bookmark: MOKUJI_19][bookmark: JUMP_JYO_9_0_0]（広告主の責任等）
[bookmark: JUMP_SEQ_44]第９条　広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
[bookmark: JUMP_SEQ_45][bookmark: MOKUJI_20]２　広告の作成に要する費用は、広告主が負担する。
[bookmark: JUMP_SEQ_46][bookmark: MOKUJI_21][bookmark: JUMP_JYO_10_0_0]（広告掲載の取消し等）
[bookmark: JUMP_SEQ_47]第１０条　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を停止し、若しくは中止し又は当該決定を取り消すことができる。
[bookmark: JUMP_SEQ_48][bookmark: MOKUJI_22](１)　第３条に規定する基準を満たさなくなった場合
[bookmark: JUMP_SEQ_49][bookmark: MOKUJI_23](２)　広告主が広告掲載料を納付しない場合
[bookmark: JUMP_SEQ_50][bookmark: MOKUJI_24][bookmark: JUMP_GOU_3_0_0](３)　行政運営上支障がある場合
[bookmark: JUMP_GOU_4_0_0][bookmark: JUMP_SEQ_51][bookmark: MOKUJI_25](４)　その他市長が広告掲載を行うことが不適当であると認める場合
[bookmark: JUMP_SEQ_52][bookmark: MOKUJI_26][bookmark: JUMP_JYO_11_0_0]（広告物等の削除等）
[bookmark: JUMP_SEQ_53]第１１条　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告物等を削除又は塗りつぶし等を行うことができる。
[bookmark: JUMP_SEQ_54][bookmark: MOKUJI_27][bookmark: JUMP_SEQ_55][bookmark: MOKUJI_28](１)　広告主が解散等により消滅した場合
[bookmark: JUMP_SEQ_56][bookmark: MOKUJI_29](２)　市長が必要であると認める場合
[bookmark: JUMP_SEQ_57][bookmark: MOKUJI_30]２　前項の規定により行った削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告主が負担するものとする。
[bookmark: JUMP_SEQ_58][bookmark: MOKUJI_31][bookmark: JUMP_JYO_12_0_0]（広告掲載料の不還付）
[bookmark: JUMP_SEQ_59]第１２条　既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由があると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
[bookmark: JUMP_SEQ_60][bookmark: MOKUJI_32][bookmark: JUMP_SEQ_76][bookmark: JUMP_SEQ_77][bookmark: MOKUJI_44][bookmark: JUMP_SEQ_78]第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
[bookmark: JUMP_SEQ_79]附　則
（施行期日）
[bookmark: JUMP_SEQ_80][bookmark: MOKUJI_45][bookmark: JUMP_SEQ_81][bookmark: MOKUJI_46][bookmark: JUMP_SEQ_99][bookmark: MOKUJI_55][bookmark: JUMP_SEQ_100]この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。
（施行期日）
この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。
（施行期日）
この要綱は、令和３年１１月２５日から施行する。




[bookmark: MOKUJI_56]様式第１号（第６条関係）

広告掲載申込書兼同意書

年　　月　　日　

深谷市長　宛て

住所又は所在地
商号又は氏名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　
ＴＥＬ
ＦＡＸ

　次のとおり、納税通知書専用封筒への広告掲載を申し込みます。
また、広告掲載に係る審査に必要な限度において、申込者の市税収納状況を市が調査することに同意します。

１　広告の内容


２　広告掲載料　　　　　　　　　　　円


３　広告案





[bookmark: JUMP_SEQ_101][bookmark: JUMP_SEQ_102][bookmark: MOKUJI_57]様式第２号（第７条関係）

広告掲載申込結果通知書

[bookmark: JUMP_SEQ_103]年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

深谷市長　　　　　　　　　印


　　　年　　月　　日付けで申込みのあった納税通知書専用封筒の広告掲載について、次のとおり決定しましたので通知します。


１　決定区分　　□掲載する
　　　　　　　　□掲載しない
　　　　　　　　　理由

２　広告の内容

３　広告掲載料　　　　　　　　　　　円

４　納付期限　　　年　　月　　日

５　その他条件



